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　明けましておめでとうございます。

　会員の皆様を始め関係者の皆様におかれましては、お健やかに新年をお迎えのこととお慶び申

し上げます。

　常日頃から、当協会の業務運営、推進に多大なご協力を賜り、厚く御礼申し上げます。

　昨年の国土交通省所管の公共土木施設の被害報告額は、令和 5 年11月30日現在で直轄、補助合

わせて、11,054箇所、３,692億円とされています。

　これらの災害を振り返ってみますと、 6 月の梅雨前線及び台風第 2 号による大雨、 7 月の梅雨

前線による大雨、 9 月の台風第13号による大雨等により河川の氾濫や土砂災害など甚大な被害が

発生し、また、 5 月に石川県能登地方を震源とする地震が発生する等、地域住民の生活や経済活

動に大きな影響を及ぼしました。

　被災されました方々に心よりお見舞い申し上げますとともに、一日も早い復旧・復興をお祈り申

し上げます。

　近年、短時間強雨の発生回数が時間雨量50㎜以上の場合で約1.5倍に増加する等、既に地球温暖

化の影響が顕在化しており、更に、台風の大型化が予測される等、水災害の頻発化・激甚化が強く

懸念されています。

　このため、技術系職員の不足が叫ばれている市町村に対して、災害初動対応時や大規模災害時に

おいて災害復旧に関する支援、デジタル技術の活用、早期確認型査定の実施等が益々必要になって

年頭のご挨拶

公益社団法人全国防災協会 会長　脇　　雅　史



令 和  6  年  1  月  1  日 防 災 （3）第 895‑ 号

います。

　また、流域治水型災害復旧（輪中堤など）の採択や災害復旧事業による砂防堰堤等の緊急除石、

被災箇所のみではなく一連区間の一体的な災害復旧を強力に推進することが求められるとともに、

南海トラフ巨大地震、首都直下地震等の大規模地震への備えも喫緊の課題となっています。

　更に、令和 ６年 ４月からは水道整備・管理行政が国土交通省に移管され、公共土木施設災害復旧

事業費国庫負担法の対象施設に加えられることとなっています。

　こうした災害復旧事業を取り巻く大きな変化に適切に対応し、国民生活の安定と生命・財産の確

保を迅速、確実に行っていかなければなりません。

　当協会といたしましても、大規模な災害が発生したときには、災害復旧や改良復旧計画立案の

ため、被災自治体から国土交通本省防災課に要請がなされ必要と判断された場合に、無償で災害

復旧技術専門家を派遣する制度を運営しており、昨年も 7 月の梅雨前線による大雨で甚大な被害

が発生しました福岡県広川町、うきは市、富山県南砺市、佐賀県唐津市、 8 月豪雨での岩手県に

延べ１６名を派遣したところです。今後も積極的に派遣してまいる所存ですので、ご活用ください

ますようお願いいたします。

　当協会は、本年も公益社団法人として着実な歩みを進めて参る所存でございます。

　会員各位、関係者各位の皆様のご支援ご鞭撻を賜りますようお願い申し上げますとともに、皆

様の益々のご健勝とご多幸をお祈り申し上げまして、新年の挨拶といたします。
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１ ．はじめに
　謹んで新春のご挨拶を申し上げます。皆様には、日ごろから水管理・国土保全局の所管行政の推
進にご支援とご協力を賜り、厚く御礼申し上げます。
　新型コロナウイルス感染拡大から約４年が経ち、昨年はようやく各地の河川敷にも賑わいが本格
的に戻ってまいりました。一方で、自然災害の激甚化・頻発化はとどまるところをしらず、流域治
水をはじめとする防災・減災対策を強力に推進していかなければなりません。また、WMOによる
と昨年は史上最も暑い年で、リビアをはじめ世界各国でも洪水被害が発生しており、幾多の災害経
験をもつ日本が国際社会で果たすべき役割を再認識しました。
　自然災害に加え、インフラ老朽化、ネイチャーポジティブ、カーボンニュートラル（CN）への対応、
さらにはいわゆる2024問題、物価高等、国土交通行政を取り巻く課題は複雑化しています。こうし
た状況下において、安定した生活・経済発展の土台を築くべく、事業・管理を自ら直接行い、災害
の対応もする現場力と、出張所、事務所、地方整備局、本省と繋がる縦と、河川、砂防、海岸、上
水道、下水道、水資源と多分野を所管する水管理・国土保全局の横の総合力を生かし、他の部局、
機関とも連携して、災害、環境、地域の活性化等に係る課題の解決に総合的に取り組んでまいりま
す。また本年４月に迫る水道整備・管理行政の移管に向け、災害対応も含めて準備を加速してまい
ります。
　引き続き、全力で防災行政に取り組んでまいりますので、皆様のご支援とご協力をお願いいたし
ます。

２ ．国土強靱化の推進
　激甚化・頻発化する災害に対応するため、いわゆる通常予算に加え、防災・減災、国土強靱化の
ための ３か年緊急対策や 5か年加速化対策等の予算を活用し、河道掘削や築堤、ダムの建設・再生
等の整備を加速してきました。こうした整備は着実に効果を発揮しており、例えば、平成29年の九
州北部豪雨で甚大な被害が発生した筑後川水系赤谷川では、砂防堰堤等の整備、河川改修の結果、
昨年 7月の大雨では大規模な被害を回避出来ました。
　一方で、昨年も全国で被害が発生しており、令和 5年度補正予算では国土交通省の国土強靱化関
係予算として約1.7兆円が計上されましたが、 5か年加速化対策後も切れ目なく取組を進めること
が非常に重要です。改正国土強靱化基本法に基づく実施中期計画の策定に向けた検討を進め、より
計画的な整備の促進に向け総合的に取り組んでまいります。

３ ．流域治水の深化
　気候変動による降雨量の更なる増加が予測されており、気温が 2℃上昇した場合には、洪水発生
頻度は約 2倍になるとも示されています1）。このため、従来の管理者主体による河川区域を中心と
した治水対策とともに、利水ダム等の事前放流や「田んぼダム」の活用、土地利用規制、特定都市

新年のご挨拶

国土交通省水管理・国土保全局長　廣　瀬　昌　由
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河川の指定、下水道の機能強化、土砂・洪水氾濫対策や海水面の上昇を踏まえた海岸保全施設の整
備など、流域のあらゆる関係者の協働による「流域治水」の取組を進めています。
　河川においては、過去の実績に基づいた治水計画を、将来の気候変動を踏まえた計画へと見直す
ことが必要です。これまでに、昨年新たに変更された 5水系を含む102）の一級水系で河川整備基本
方針を変更しており、基本高水のピーク流量をこれまでの計画の1.1～1.4倍としたところです。
　国、流域自治体、企業等が協働し、各水系で重点的に実施する治水対策の全体像をとりまとめた
流域治水プロジェクトについても、気候変動を踏まえた計画への見直しに加え、まちづくりや内水
対策などの流域対策を充実し、『流域治水プロジェクト2.0』として順次更新しています。昨年は全
国11の一級水系3）で先行して公表しましたが、他の一級水系についても今年度末を目処に順次更新
してまいります。また、特定都市河川の指定を進めており、昨年は、流域治水関連法の施行後最多
となる 8水系が指定され、指定数は19水系256河川4）となりました。引き続き、特定都市河川の指
定及び流域水害対策計画策定のロードマップを公表し、特定都市河川の指定及び取組を更に進めて
まいります。山地や海岸においては、台風の強大化等の気候変動の影響を防護目標に取り込んだ海
岸保全基本計画の変更や、河川事業と連携した土砂・洪水氾濫対策、林野事業と連携した流域流木
対策等の取組を引き続き進めてまいります。
　また、被害対象の減少、被害の軽減のため、土地利用規制や住まい方の工夫、早めの防災対応・
避難行動を支援する情報提供等が重要です。水害リスクを踏まえたまちづくりを推進頂けるよう、
中高頻度の外力による浸水想定図や、河川整備が進んだ場合の浸水想定図など、水害リスク情報を
充実するとともに、防災まちづくりと連携した土砂災害対策も進めてまいります。昨年 5月の気象
業務法及び水防法の改正により、本川・支川一体の水位予測によって国が取得した都道府県管理区
間の予測水位情報の提供が可能となり、都道府県指定洪水予報河川の洪水予報の高度化が期待され
ます。現在、既に26府県5）と情報提供に関する協定を締結しており、今後さらに拡大予定です。加
えて、本改正により、高度な予測技術を用いた民間事業者によるきめ細かな予報の提供を可能とす
る仕組みも構築しています。これらの取組を推進し、早めの防災対応・避難行動の支援に努めてま
いります。
　さらに、被害の発生・拡大防止、被災地の早期復旧支援のため、全国のTEC-FORCE、災害対
策用車両等を被災地に派遣しており、昨年も41道府県159市町村へのべ約３,100人の TEC-FORCE
を派遣しました6）。更なる支援体制の強化・充実に努めるとともに、被災された地域に寄り添い早
期の復興・再建を後押ししてまいります。

４．流域での総合的な対応
　河川の流域では、国民が水の恵みを最大限享受できるよう、治水に加え、人口減少、産業構造の
変化、気候変動等による農業用水需要の変化に応じた水供給、2050年 CNに向けた水力発電の推進、
上下水道施設の集約・再編、動植物の生息環境の維持や良好な河川景観の形成、地下水の適正な保
全と利用、大規模災害・事故時等の最低限の水の確保など様々な社会のニーズに対応し、限りある
水資源やインフラを最大限活用することが求められています。流域治水を推進するためにも、多様
な観点からの総合的な対応が重要です。
　これらの多様なニーズに対応するため、昨年10月、国土審議会水資源開発分科会調査企画部会に
て「リスク管理型の水資源政策の深化・加速化について」がとりまとめられました。互譲の精神に
基づく流域の関係者間の連携・協力を促す取組を進めるなど、今後、取組を具体化してまいります。
　CNの実現に向けては、治水機能の強化と水力発電の促進を両立させる「ハイブリッドダム」に
取り組んでいます。このうち、ダムの運用高度化については、令和 6年度以降の本格実施を目指し、
国土交通省、水資源機構管理の72ダムで試行をしています。既設ダムの発電施設の新増設について
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は、国土交通省管理の ３ダムで事業化に向けたケーススタディを実施しており、令和 6年度以降は
新たに参画する民間事業者等の公募を目指してまいります。さらに、ダムだけでなく流域全体で限
りある水資源やインフラの有効活用による電力使用量の削減や発電の増強等の取組を推進し、CN
の実現に貢献することを目指し、全国の水系で流域関係者と連携のもと、検討を進めてまいります。
　水辺には自然環境、歴史・文化・生活とのつながりなど、地域特有の資源が眠っており、新たな
価値を生み出す可能性を秘めています。こうした新たな価値を引き出す「かわまちづくり」や民間
の河川利用への更なる規制緩和「RIVASITE」の取組等を進めてまいります。また「2030年ネイチ
ャーポジティブ」の実現に向け、あらゆる主体と連携した効果的な河川環境の保全・創出に向けた
取組を進めてまいります。
　食料安全保障の強化や資源循環型社会の構築を目指し、下水道分野では農林水産省と連携の下、
下水汚泥資源の肥料利用の拡大を推進してまいります。加えて、昨年 PPP/PFI 推進アクションプ
ランに新たに位置づけられたウォーター PPP の推進に向け、自治体への支援の充実を図ってまい
ります。

５ ．インフラ老朽化対策の推進、デジタル技術の活用
　整備した施設が、洪水時等に適切に効果を発揮するには日頃の適切な維持管理等に加え、施設更
新を計画的に進める必要があります。老朽化が進む施設について、長寿命化計画を作成し、予防保
全型メンテナンスを実施するとともに、量産品エンジン等を採用することで排水ポンプの故障時の
復旧の迅速化や導入コストの縮減が期待できるマスプロダクツ型排水ポンプについて、開発、現場
実証を進めてまいります。
　間近に迫るいわゆる2024問題に対応するため、AI やドローン、デジタル技術の活用等により、
維持管理や点検、行政事務、被災状況把握、災害復旧事業などの防災対応等の効率化・高度化を進
めてまいります。更に、流域に関するデジタルデータを蓄積するデータプラットフォームの構築を
進め、他分野のデータと連携もしつつ、様々なDX施策で活用してまいります。DXでは、データ
連携が注目されますが、あらためて、人、施策の連携にも注力して取り組んでまいります。

６ ．水資源・水防災技術の海外展開
　水資源・水防災については世界的な共通課題が多く、諸外国の課題解決の主導も重要です。昨年
３月の「国連水会議2023」では上川陽子総理特使（衆議院議員）がテーマ別討議 ３ 「 気候・強靱性・
環境に関する水」の共同議長を務め、気候変動によりリスクの増加する水関連災害に対する強靱化
の必要性等を提言する等、世界の議論を主導してまいりました。本年 5月には、アジアで ３回目の
開催となる「第10回世界水フォーラム」が開かれます。開催国のインドネシアを支援し、日本がこ
れまで主張してきた水分野の議論を主導し、日本のプレゼンスの更なる向上を図ってまいります。
　ダム再生や水害リスク評価等の豊富な技術を活用し、国内外で質の高いインフラ整備を進め、世
界各地の暮らしを安全かつ豊かなものとするとともに、日本企業の各国での活躍の場を増やすよう
取り組んでまいります。

注
1）　 国土交通省「気候変動を踏まえた治水計画に係る技術検討会」
2）　令和 5 年 11 月末時点
3）　令和 5 年 11 月末時点
4）　令和 5 年 12 月末時点
5）　令和 5 年 11 月末時点
6）　令和 5 年 11 月末時点
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　謹んで新春のご挨拶を申し上げます。

　昨年は、 ５月の石川県能登半島を震源とする地震、台風第 ２号、梅雨前線の影響による大雨、台

風第 ７号、台風第13号など、全国各地で多くの災害が発生しました。これらの災害によりお亡くな

りになられた方々にお悔やみを申し上げるとともに、被害にあわれた皆様に心よりお見舞いを申し

上げます。

　度重なる災害により、全国で約１万１千箇所、被害額約3,７00億円の公共土木施設被害が発生し（令

和 ５年11月30日現在）、特に、５月～ ７月にかけての梅雨前線等による災害については、激甚災害（本

激）に指定されました。

　国土交通省では、管理する施設の応急復旧を行ったほか、41道府県159市町村へ、のべ約3,100人

の TEC-FORCE（緊急災害対策派遣隊）を派遣し、被災状況調査や排水ポンプ車による浸水排除、

給水活動等、被災自治体の支援に取り組みました。

　公共土木施設の復旧については、激甚災害の指定を受けて、机上査定の限度額の引き上げ、採択

保留額の引き上げ、設計図書の簡素化など、被災自治体が早期かつ効率的な災害査定を実施できる

よう措置したことにより、概ね災害査定を終えることができました。

　また、これらの査定に先立ち、災害復旧工法についての助言等を行うため、昨年も公益社団法人

全国防災協会を通じて、富山県南砺市、福岡県広川町・うきは市、佐賀県唐津市へ、のべ16人の災

害復旧技術専門家に支援を行っていただきました。災害復旧技術専門家の皆様に対し、この場をお

借りして厚く御礼申し上げます。

　引続き、11月29日に成立した令和 ５年度補正予算（災害復旧事業等：約3,２７５億円）も活用し、

被災地域の早期の復旧に向け全力で取り組んでまいります。

　早期復旧に向けた最近の取組を二点ご紹介します。

　一点目は、デジタル技術の活用による災害復旧事業のスマート化（効率化・迅速化・事務負担軽

減）に向けた取組です。昨年は、自治体等への効果的なデジタル技術導入促進を図ること目的に、

「災害復旧事業におけるデジタル技術活用の手引き（案）」を作成しました。多くの災害復旧現場に

年頭のご挨拶

国土交通省水管理・国土保全局防災課長　西　澤　賢太郎
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おいて、ドローンによる災害調査や ３次元測量、テレビ会議システムによるリモート査定、タブレ

ットを活用したペーパーレス査定等、デジタル技術を活用した効率的な事業が展開されました。引

続き、有効なデジタル技術の普及に向けて、手続きや制度の柔軟な運用に努め、災害復旧事業のス

マート化を推進してまいります。

　二点目は、早期確認型査定の試行です。大規模災害時に、特に技術職員が不足、災害経験が少な

いなどの市町村を対象に一昨年から新たな査定方式として試行を行っており、昨年は全国17道府県

29市町村に拡大して行いました。その特徴は①申請にあたって、査定設計での積算を省略、②先に

現地で被災範囲を特定、③被災状況を踏まえた留意事項に基づく手戻りのない詳細設計の実施であ

り、市町村における手続き等の負担軽減と地域の早期復旧を目指しています。今年は本格運用に向

けて検討を進め、手続きの改善を図ってまいります。

　また、近年の気候変動に伴い激甚化・頻発化する豪雨災害や、切迫化する大規模地震等に対応す

るためには、事前防災対策の実施が重要です。例えば、筑後川水系赤谷川では、平成29年の甚大な

被害を踏まえた抜本的な河川整備や砂防堰堤等の整備により、昨年の大雨では家屋被害を防止する

ことができました。このように防災・減災、国土強靭化の取組は一定の効果を発揮してきましたが、

昨年は多くの中小河川で被害を受けるなど、対策が必要な箇所も多く残っており、更なる取組の強

化が必要です。災害復旧においては原形復旧に加えて改良復旧を積極的に推進することで、取組の

加速化を図ります。

　国土交通省では、「いのちとくらしをまもる防災減災」をスローガンとする「総力戦で挑む防災・

減災プロジェクト」を令和 2年 7月にとりまとめ、流域治水の推進等の防災・減災施策を着実に推

進してきたところであり、昨年 6月には、「首都直下地震等の大規模地震対策の強化」・「デジタル

等の新技術を活用した防災施策の推進」をテーマとして、プロジェクト全体の充実・強化を図りま

した。引続き、プロジェクトについて不断の見直しや改善を行い、防災・減災に関する取組の更な

る充実・強化を図ってまいります。

　今年 4月より水道整備・管理行政が厚生労働省から国土交通省に移管されます。災害発生時の応

急支援や復旧に係る技術的支援を行うこととなる地方整備局等の十分な組織体制を確保するととも

に、水道の災害復旧事業について、公共土木施設災害復旧事業費国庫負担法に基づき円滑な制度運

用を図るよう努めてまいります。

　今後とも、国民の命と生活を守るため、様々な取組を進めてまいりますので、公益社団法人全国

防災協会並びに会員の皆様のご理解とご協力をお願い申し上げます。

　結びに、公益社団法人全国防災協会のご発展と会員の皆様のご健勝をお祈り申し上げ、新春のご

挨拶とさせていただきます。
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“防災・減災対策強化へ”13億円配分
〜災害の対策や防災・減災対策を

推進するため緊急的に予算を配分します〜
国土交通省は、「防災・減災対策等強化事業推進費」の令和 ５年度 最終配分と
して、国及び地方公共団体が実施する10件の公共事業（河川・道路）に対し、
13億円の予算配分を決定しました。

令和 ５年12月13日 国土政策局広域地方政策課

　「防災・減災対策等強化事業推進費」は、大雨に
よる浸水被害等が発生した地域において再度の被災
を防止するために緊急的に実施する対策や、大雨等
による災害を未然に防ぐ事前防災対策を強化するた
めに使われる予算です。用地の確保など事業の実施
環境が新たに整った場合などに、年度途中に機動的
に予算を配分します。

１ ．配分事業の概要（１0件 １２．97億円（国費））
⑴　被災地域での災害対策
　①　洪水・浸水対策（河川）  6 件、6.84億円
　②　崖崩れ・法面崩壊対策（道路） 2 件、4.6３億円
⑵　災害が起きる前に被害を防止する事前防災対策
　①　洪水・浸水対策（河川）  1 件、1.00億円
　②　崖崩れ・法面崩壊対策（道路） 1 件、0.50億円

防災・減災対策等強化事業推進費

災害復旧事業
で原形復旧

推進費で嵩上げ

災災害害対対策策事事業業

災害を受けた地域等において、災害復旧事業等での復旧が出来な

い場合等の再度災害防止等の対策※

対策例：被災した護岸を災害復旧事業による原形復旧にあわせて、推進
費により嵩上げを実施。

公公共共交交通通安安全全対対策策事事業業

交通インフラ（陸上交通、海上交通、航空交通）における重大事

故等が発生した場合の対策（安全性の向上）

対策例：園児の移動経路（交差点）において発生した死傷事故を受けて、
緊急点検の結果、危険箇所に防護柵等を設置。 ※写真は対策イメージ

防護柵工 区画線工 歩車道境界ブロック工

速やかな再度災害防止対策、事故の再発防止の実施による安全・安心の確保

対策例①：課題解決
前年度から継続していた協議が
まとまり用地が取得できたため、
推進費により堤防強化等の洪水対
策を実施。

対策例②：新たな課題確認
緊急輸送道路の整備において、
詳細な地質調査の結果、想定以上
の強風化した岩盤が出現したため、
推進費によりモルタル吹付工によ
る追加対策を実施。

事業推進に向けた地域等の課題が解決した箇所又は新たな課題が

確認され追加対策を必要とする箇所等において、早期に防災・減

災効果を発揮するための対策（公共交通の安全確保を含む）

事事前前防防災災対対策策事事業業

事業の計画的かつ効率的な実施により早期に効果の発揮

※「流域治水型の原形復旧」による災害復旧事業の実施に関連し、自治体が事前の復興まちづ
くり計画に基づき、住宅・ 都市機能の安全なエリアへの移転促進の対応についても活用が可能。
※盛土による災害防止に向けた総点検を踏まえた対応についても活用が可能。

制度概要

○ 近年、激甚な災害が頻発していることを踏まえ、国民の安全・安心の確保をより一層図るため、防防災災・・減減災災対対策策のの強強化化をを
行行うう公公共共事事業業にに対対ししてて、、緊緊急急的的かかつつ機機動動的的にに配配分分すするる予予算算（（目目未未定定経経費費））。

○ 本推進費は、災害を受けた地域等における災災害害対対策策事事業業、公共交通に係る重大な事故が発生した箇所等における公公共共交交通通
安安全全対対策策事事業業、早期に事業効果が発揮できる箇所における事事前前防防災災対対策策事事業業に活用可能。

○ 事業所管部局（他省庁を含む）からの申請を受けて予予算算をを年年度度途途中中にに配配分分。

対策例③：突発事象発生
緊急輸送道路脇の法面において、
アンカーの変状が判明したことか
ら、推進費によりアンカーの再設
置や地山補強土工による緊急対策
を実施。

対策後

対策後

対策後

https://www.mlit.go.jp/report/press/kokudoseisaku09_hh_000141.html
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別添１

※　個別の案件の詳細（個票）は、国土交通省のホームページをご覧ください。

   （https://www.mlit.go.jp/kokudoseisaku/kokudoseisaku_tk9_000026.html）

    また、各案件をクリックすると詳細（個票）のページが開きます。 

【【災災害害対対策策事事業業】】

事事業業費費
国国費費

（（配配分分額額））

１１．．洪洪水水・・浸浸水水対対策策

河川(直轄）

（1）
河川維持修繕
事業

雄物川水系雄物川 国土交通省 秋田県 湯沢市関口字除柳地先 77,000 77,000

（2）
河川維持修繕
事業

雄物川水系皆瀬川 国土交通省 秋田県 湯沢市角間字向川原地先 237,000 237,000

（3）
河川維持修繕
事業

安倍川水系安倍川 国土交通省 静岡県 静岡市葵区牛妻地先 100,000 100,000

（4）
河川維持修繕
事業

木曾川水系木曾川 国土交通省 愛知県 一宮市北方町北方地先 150,500 150,500

（5）
河川維持修繕
事業

矢作川水系矢作川 国土交通省 愛知県 岡崎市矢作町宝珠庵地先 75,000 75,000

（6）
河川維持修繕
事業

菊池川水系菊池川 国土交通省 熊本県 菊池市七城地先 44,000 44,000

計 6件 683,500 683,500

２２．．崖崖崩崩れれ・・法法面面崩崩壊壊対対策策

道路(直轄）

（7）
道路維持管理
事業

一般国道115号 国土交通省 福島県 伊達市保原町大柳地先 422,000 422,000

道路(補助）

（8）
道路更新防災
等対策事業

一般県道伊東川奈
八幡野線

静岡県 静岡県 伊東市川奈地内 82,000 41,000

計 2件 504,000 463,000

災災害害対対策策事事業業　　計計 88件件 11,,118877,,550000 11,,114466,,550000

【【事事前前防防災災対対策策事事業業】】

事事業業費費
国国費費

（（配配分分額額））

１１．．洪洪水水・・浸浸水水対対策策

河川(直轄）

（9） 河川改修事業 木曾川水系長良川 国土交通省 三重県 桑名市長島町十日外面地先 100,000 100,000

計 1件 100,000 100,000

２２．．崖崖崩崩れれ・・法法面面崩崩壊壊対対策策

道路(補助）

（10）
道路更新防災
等対策事業

一般国道473号 浜松市 静岡県
浜松市天竜区佐久間町佐久間
地先

100,000 50,000

計 1件 100,000 50,000

事事前前防防災災対対策策事事業業　　計計 22件件 220000,,000000 115500,,000000

総総　　計計 1100件件 11,,338877,,550000 11,,229966,,550000

［金額単位：千円］

種種　　別別
事事業業

主主体体名名
施施行行地地

実実施施計計画画額額

事事業業名名

令令和和５５年年度度  最最終終配配分分  防防災災・・減減災災対対策策等等強強化化事事業業推推進進費費  執執行行地地区区一一覧覧表表

［金額単位：千円］

種種　　別別
事事業業

主主体体名名
施施行行地地

実実施施計計画画額額

事事業業名名
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令和 3年の水害被害額（確報値）を公表

令和 ５年12月22日 水管理・国土保全局河川計画課

　国土交通省では、昭和36年より、水害（洪水、内水、高潮、津波、土石流、地すべり等）による
被害額等（建物被害額等の直接的な物的被害額等）を暦年単位でとりまとめています。
　令和 ３年の水害被害額（確報値）は、全国で約３,600億円となり、平成24年～令和 ３年の過去10
カ年で 8番目に大きい被害額となりました。

　

【１年間の水害被害額の概要】
〇全国　　約３,600億円
〇都道府県別の水害被害額上位 ３県の水害被害額
は、以下のとおり。
　①　佐賀県（水害被害額：約650億円）
　②　福岡県（水害被害額：約520億円）
　③　広島県（水害被害額：約420億円）

【主要な水害による水害被害額の概要】
○令和 ３年 8月の大雨（水害被害額：約2,３00億円）
（令和 ３年 8 月 7 日～ 9月10日に生じた豪雨及び
秋雨前線豪雨による被害額）
・日本付近に停滞している前線の活動が活発と
なり、西日本から東日本の広い範囲で大雨と
なり、河川の氾濫や、土砂災害等が発生した。
・これらにより、佐賀県、福岡県、広島県等の
都道府県で、死者13人※1、家屋の全壊約50棟、
半壊約 2千棟、床上浸水約 4千棟、床下浸水
約 6千棟等の被害が発生した。
※1 死者数は、「令和 ３年 8 月11日からの大雨に

よる被害及び消防機関等の対応状況（第26
報）」（消防庁作成）の数値を使用しており、
風害等によるものを含む数値である。

○令和 ３年 7 月１日からの大雨（水害被害額：約
800億円）
（令和 ３年 6 月27日～ 7 月15日に生じた梅雨前線
豪雨による被害額）
・梅雨前線が 6月末から 7月上旬にかけて西日
本から東日本に停滞し、西日本から東北地方
の広い範囲で大雨となり、河川の氾濫や、土
砂災害等が発生した。
・これらにより、島根県、広島県、静岡県等の
都道府県で、死者28人、行方不明者 1人※2、
家屋の全壊約60棟、半壊約百棟、床上浸水約
6百棟、床下浸水約 ３千棟等の被害が発生し
た。
※2 死者・行方不明者数は、「令和 ３年 7月 1日か
らの大雨による被害及び消防機関等の対応状
況（第３8報）」（消防庁作成）の数値を使用し
ており、風害等によるものを含む数値である。

六
ろっ

角
かく

川の浸水状況（佐賀県武
たけ

雄
お

市） 静岡県熱
あた

海
み

市伊
い

豆
ず

山
さん

で発生した土石流
（静岡県熱海あたみ市）

https://www.mlit.go.jp/report/press/mizukokudo03_hh_001225.html
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公益社団法人 日本河川協会 参与　松田　芳夫

河川入門講座 ⒆

水防（その２）
―消防団と水防団そしてその将来？―

　わが国では、自然災害としての水災（水害）と人
為的災害の火災の 2つは、昔から誰もがどの家庭も
が出くわす可能性のあるありふれた災害です。
　従って、明治以来の近代の消防組織も、消防と同
時に水防を行うこととされてきましたが、不明確な
点もあり、昭和24年（1949）制定の「水防法」の制
定と、それに伴う消防関係法規の改正により、水防
における消防組織の立場が明確にされました。

　水防法第 5条で、“水防団及び消防機関は、水防
に関しては、水防管理者の所轄の下に行動する。”
と定められています。
　消防機関とは、市町村の消防本部、消防署、消防
団のいずれか、又は全てのことで、水防管理者とは、
水防事務組合、水害予防組合を別にして、一般的に
は市町村長のことになります。
　消防の方は、「消防組織法」の第 6条、第 7条で
消防の市町村の責務と市町村長が管理者であること
が定められているので、消防も水防も最終責任者は
市町村長です。
　要は、火災のときは消防団は消防隊として活動し、
水災のときは水防団として活動するわけです。

　実際、水害のとき水防団の無い市町村で現場に出
動してくるのは消防車に乗った消防団で、「水防車」
なんてまず存在しません。
　統計的に見ても、数十万人の消防団、水防団員の
うち、水防団員は 2％程度です。

　さて、敗戦直後の荒廃したわが国が、治水事業も
進められない状況下で、くり返し水害に見舞われて
いたことが水防に力を入れるようになった動機でし
たが、その後のダム建設をはじめ、治水事業の進展

により、水害は昭和34年（1959）の伊勢湾台風の災
害をピークにして、大幅に減少してきました。
　この間、農業従事者の減少と市町村における消防
組織の強化充実により、消防団や水防団の団員は減
少傾向にあります。

　しかしながら、近年にいたり、異常気象による局
地的な集中豪雨や宅地の水害危険区域への進出によ
り、水害が増加する傾向にあり、老人ホームや病院
などの弱者の施設が被災することも多発し、改めて
水防の役割が重視されています。
　さらに、従来の、火災や水災の古典的な災害に加
えて、地震（津波や火山噴火も）への対応も期待さ
れるようになりました。

　このような状況下で、人力主体の水防作業も、建
設業者への委託や機械力の導入などが進み、水防団
（消防団）は、浸水地域の巡回、警戒、情報伝達、
避難の援助、人命救助など住民に対する仕事の比重
が増してきました。

　消防団、水防団のような、地域社会に密着し、か
つ、地元住民の愛郷心にも根差した行動力のある組
織は、火災や自然災害ばかりでなく、原子力事故や
航空機墜落のような異常事態時に、地域住民への支
援システムとして、非常に有効で頼りになる存在で
す。

　古典的な水防団、消防団を水災、火災に限らず非
常時全般にわたる住民援助のボランティア的な“緊
急支援隊”として発展させるべきと考えますが如何
でしょうか。
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協会だより

災害復旧技術専門家登録証　伝達式

　災害復旧技術専門家は国や都道府県を退職された
方々で、国土交通本省防災課の災害査定官や国、都
道府県等の防災担当の本庁課長級もしくは土木事務
所長等の経歴を有し、災害復旧業務に長年携わり制
度を熟知し災害復旧事業に関する高度な技術的知見
を有する経験豊富な技術者です。災害復旧技術専門

家に登録するには、ご本人からの申請と在職してい
た国や都道府県の災害担当部局からの推薦に基づき
審査し認定登録しています。登録証等は推薦機関よ
りご本人に伝達していただいており、今回、令和 5
年10月 4 日付で登録となった方々の伝達式の様子を
ご紹介いたします。

宮 城 県

◯令和 ５年１１月 １ 日
　土木部長千葉衛様から金子潤氏（㈱橋本店）、田
代浩次氏（若生工業㈱）、菊地潤氏（星造園土木㈱）
に登録証を伝達していただきました。また、土木部

理事西村一慶様、土木部副部長舛谷成幸様、防災砂
防課長鈴木善友様に立ち会っていただきました。

金子潤氏 田代浩次氏 菊地潤氏
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島 根 県

令和 ５年１１月 ６ 日伝達　池森徹氏

令和 ５年１１月２２日伝達　木佐元則氏

　砂防課長中村伸二様から池森徹氏（㈱大隆設計）、
木佐元則氏（㈱トーワエンジニアリング）に登録証

を伝達していただきました。
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箇所数 金額 箇所数 金額 箇所数 金額 箇所数 金額 箇所数 金額 箇所数 金額 箇所数 金額 箇所数 金額 箇所数 金額

北 海 道 69 3,009,964 1 140,000 3 773,000 73 3,922,964 

青 森 22 518,000 1 740,000 36 1,911,500 59 3,169,500 

岩 手 107 2,497,580 107 2,497,580 

宮 城 20 316,450 20 316,450 

(2) (615,000) (2) (615,000)

秋 田 11 228,000 3 685,000 410 26,240,500 424 27,153,500 

山 形 4 125,000 1 25,000 1 400,000 6 550,000 

福 島 6 79,845 149 4,717,697 155 4,797,542 

(7) (2,783,070) (7) (2,783,070)

茨 城 2 23,000 86 4,918,972 88 4,941,972 

栃 木 29 867,000 29 867,000 

群 馬 1 100,000 3 206,000 4 306,000 

埼 玉 1 60,000 1 60,000 

(6) (1,672,831) (6) (1,672,831)

千 葉 2 27,000 6 87,000 185 8,286,121 193 8,400,121 

新 潟 1 700,000 15 1,300,000 2 550,000 3 270,000 1 15,000 22 2,835,000 

富 山 242 10,762,400 242 10,762,400 

<7> <320,000> <7> <320,000>

(1) (82,000) (2) (200,000) (4) (688,000) (7) (970,000)

石 川 1 30,000 5 150,000 1 395,000 177 5,494,200 210 6,054,200 3 37,000 397 12,160,400 

福 井 4 3,500,000 113 3,305,900 1 15,000 118 6,820,900 

山 梨 2 661,000 7 232,781 1 120,000 10 1,013,781 

(1) (25,000) (1) (25,000)

長 野 63 1,431,750 3 830,000 246 9,963,000 1 25,000 313 12,249,750 

(1) (10,000) (1) (10,000)

岐 阜 62 2,047,500 93 1,915,200 69 2,850,398 224 6,813,098 

<2> <110,000> <1> <130,000> <3> <240,000>

(2) (340,000) (2) (340,000)

静 岡 3 29,000 3 484,000 171 10,535,000 10 430,000 187 11,478,000 

(16) (1,113,820) (16) (1,113,820)

愛 知 3 190,000 215 7,395,220 1 14,000 219 7,599,220 

(2) (41,500) (2) (41,500)

三 重 19 957,000 69 1,227,697 71 1,455,500 159 3,640,197 

滋 賀 1 32,000 1 32,000 

(1) (7,000) (1) (7,000)

京 都 8 63,000 22 933,500 229 2,695,600 259 3,692,100 

(1) (1,100,000) (1) (1,100,000)

大 阪 1 1,100,000 43 1,315,000 44 2,415,000 

兵 庫 10 452,000 1 700,000 21 240,500 222 6,943,109 254 8,335,609 

奈 良 2 50,000 1 120,000 99 2,264,016 10 194,000 112 2,628,016 

<2> <60,000> <2> <60,000>

(3) (112,000) (2) (13,000) (5) (125,000)

和 歌 山 39 2,369,000 2 1,240,000 920 16,379,590 10 588,400 2 13,000 973 20,589,990 

<2> <172,000> <2> <172,000>

(3) (170,000) (3) (170,000)

鳥 取 26 294,200 458 22,772,960 484 23,067,160 

(1) (30,000) (1) (30,000)

島 根 18 148,800 2 130,000 126 2,290,914 8 36,000 3 115,000 157 2,720,714 

岡 山 48 964,734 155 3,676,952 203 4,641,686 

広 島 180 2,632,830 180 2,632,830 

(3) (283,000) (3) (283,000)

山 口 15 252,000 1 100,000 954 20,334,000 970 20,686,000 

徳 島 8 1,284,000 47 620,100 11 276,038 66 2,180,138 

香 川 1 7,000 4 45,000 3 77,000 8 129,000 

<1> <60,000> <1> <60,000>

愛 媛 1 60,000 20 238,000 204 2,332,700 4 296,000 229 2,926,700 

(1) (30,000) (1) (30,000)

高 知 36 780,000 163 3,634,300 52 1,276,400 251 5,690,700 

(3) (20,000) (3) (20,000)

福 岡 628 28,980,322 2 1,250,000 630 30,230,322 

佐 賀 696 17,986,000 7 141,000 703 18,127,000 

<3> <133,000> <3> <133,000>

(1) (72,000) (1) (72,000)

長 崎 92 901,800 3 422,000 21 214,200 13 219,100 129 1,757,100 

<1> <5,000> <1> <5,000>

(3) (531,100) (3) (531,100)

熊 本 19 196,100 5 1,450,000 948 23,007,110 26 431,700 998 25,084,910 

(1) (115,000) (1) (115,000)

大 分 6 210,000 473 17,220,800 32 773,000 511 18,203,800 

<1> <270,000> <1> <270,000>

宮 崎 30 541,000 57 1,266,000 212 4,449,521 299 6,256,521 

<5> <970,000> <5> <970,000>

(1) (29,000) (1) (29,000)

鹿 児 島 6 106,090 2 380,200 206 4,992,650 129 4,249,550 2 680,000 345 10,408,490 

<3> <81,000> <3> <81,000>

沖 縄 1 85,000 18 1,403,000 19 1,488,000 

静 岡 2 150,000 8 732,000 10 882,000 

浜 松 4 200,000 1 200,000 57 3,130,000 62 3,530,000 

(1) (26,000) (1) (26,000)

名 古 屋 1 26,000 1 26,000 

京 都 1 8,000 1 77,000 2 85,000 

広 島 1 102,000 1 102,000 

(1) (7,500) (1) (7,500)

北 九 州 2 127,500 1 50,000 3 177,500 

福 岡 10 173,000 10 173,000 

熊 本 1 8,000 1 8,000 

<1> <60,000> <7> <320,000> <5> <175,000> <15> <1,756,000> <28> <2,311,000>

(5) (109,500) (2) (1,172,000) (2) (200,000) (38) (3,870,920) (19) (4,696,401) (4) (68,000) (70) (10,116,821)

3 790,000 2,564 84,047,665 39 11,191,200 7 3,770,000 177 5,494,200 5,983 170,321,578 2,175 73,575,018 17 2,073,000 10,965 351,262,661 

直 轄 計 27 4,238,000 1 1,250,000 51 10,195,197 10 2,271,029 89 17,954,226 

合 計 3 790,000 2,591 88,285,665 39 11,191,200 8 5,020,000 177 5,494,200 6,034 180,516,775 2,185 75,846,047 17 2,073,000 11,054 369,216,887 

※上段（   ）内書きは、下水道・公園分、<　>内書きは港湾・港湾に係る海岸分である。

合 計

補 助 計

冬 期 風 浪 及 び 風 浪 豪 雨 地 す べ り 融 雪 地 震 梅 雨 前 線 豪 雨 台 風 そ の 他

令和 ５年　発生主要異常気象別被害報告 令和 5年11月３0日現在（単位：千円）

※被害報告は、月 2回（15日、月末）国土交通省HPで公表。最新は下記をクリック
　http://www.mlit.go.jp/river/toukei_chousa/bousai/saigai/kiroku/houkoku.html

http://www.mlit.go.jp/river/toukei_chousa/bousai/saigai/kiroku/houkoku.html
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